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倒産防止共済の節税策に一定の歯止め
任意解除後の再加入、令和6年10月1日以後は2年間損金算入不可

税 務

　中小企業倒産防止法の共済契約による節
税策に一定の歯止めがかかりそうだ。令和
6年度税制改正では、中小企業基盤整備機
構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る
措置について、中小企業倒産防止共済法の
共済契約の解除があった後、同法の共済契
約を再び締結した場合は、その解除の日か
ら同日以後2年を経過する日までの間に支
出する共済契約に係る掛金については、損
金又は必要経費に算入できないこととされ
た（下図参照）。この改正は、締結してい
た共済契約につき令和6年10月1日以後に
解除があった場合に適用されることになる。
　中小企業倒産防止共済とは、取引先の事
業者が倒産し、売掛金などの回収が困難に
なった場合には、倒産した事業者との取引
の確認が済めば、無担保・無保証人で借り

入れができるというもの（積み立てた掛金
総額の10倍の範囲内（最高8,000万円））。
掛金は法人の場合は損金、個人事業主の場
合は事業所得の必要経費に算入することが
できる。
　中小企業倒産防止共済は、中小企業や個
人事業主にとっては、もしもの時のセーフ
ティネットとなっているが、昨今では、共
済契約に加入してから3、4年目に任意解
除（解約）する件数が全体の約33%にも
のぼっている。解約手当金の支給率が加入
から40か月目には100%となるからだ。解
約手当金については、益金若しくは事業所
得の扱いとなり課税対象となるが、任意解
除した事業年度に退職金の支払いや設備投
資の予定があれば、これらと相殺すること
が可能。共済契約を任意解除後、すぐに再
加入することでさらに税制上のメリットを
享受することができるとされている。
　このため、令和6年度税制改正では、共
済契約を任意解除した場合には、再加入は
できるものの、掛金の損金算入等は2年間
認めないこととしたものだ。

中小企業倒産防止共済を任意解除
した場合、解除後2年間は再加入
しても掛金の損金算入は不可。令
和6年10月1日以後に解除した場
合に適用。

【参考】民間事業者の番号利用例（法定調書の場合）

③　給与所得の源泉徴収票の提出
　（給与支払者及び従業員の番号記載）

従業員

給与支払者 税務署

①
扶養控除等申告書の提出
（従業員や扶養親族等の番号を通知）

②
給与等
の支払
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現　金
小切手

△　△　円

平成　年　月　日
□　□　銀行

　以下のものを、受領しました。

受　取　書

その他のもの

入金依頼書

お名前
口座番号
金額

○　○　様
普通××××
△　△　円

預金通帳

お名前
口座番号

○　○　様
普通××××

□　□　銀行

※　「入金依頼書」、「預金通帳」を撮影したものが、画像として表示される。
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　以下のものを、受領しました。
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お名前
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○　○　様
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○　○　様
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※　「払戻請求書」、「預金通帳」を撮影したものが、画像として表示される。

株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とし、株式
交換完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見
込まれている場合の同一の者による支配関係について

いわゆる「三角合併」において、三角合併後に合併法人の
親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合の対価要件の判定について

特定新規設立法人の納税義務免除の特例

特定新規設立法人の納税義務免除の特例
（特定要件の判定）
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例：A社（出向元法人）にCさんの賃金台帳がある場合

A社ではCさんの給与等に充てる出向
負担金22万円をB社から受取ってい
るので、A社の雇用者給与等支給額
から、当該出向負担金22万円を除か
なければなりません。

B社ではCさんの賃金台帳がないた
め、雇用者給与等支給額の計算に含
めることはできません。

賃金台帳

A社
（出向元法人）

Cさんへの
給与支給23万円 A社からB社へ

出向中のCさん

B社
（出向先法人）

例：A社（出向元法人）にCさんの賃金台帳がある場合

A社ではCさんの給与等に充てる出向負担金
22万円をB社から受取っているので、A社
の雇用者給与等支給額から、当該出向負担
金22万円を除かなければなりません。

B社ではCさんの賃金台帳がないため、
雇用者給与等支給額の計算に含めること
はできません。

賃金台帳

出向負担金
22万円の支払い

A社
（出向元法人）

Cさんへの
給与支給 A社からB社へ

出向中のCさん

B社
（出向先法人）

例：出向先法人（B社）にCさんの賃金台帳がある場合

A社ではCさんの賃金台帳がない
ため、雇用者給与等支給額に含
めることはできません。

B社ではCさんの給与負担金を雇用
者給与等支給額に含めます。

賃金台帳

出向負担金の支払い

出向負担金
22万円の支払い
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【図表1】原処分庁主張開発想定図

【図表】四半期報告書の廃止

【図表】改正イメージ

【図表2】請求人主張開発想定図
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